
次世代育成支援対策推進法　行動計画

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。

計画期間　2024 年 4月 1日～ 2027 年 3月 31 日までの 3年間

育児休業及び育児期間の短時間勤務に
関する制度の周知や情報提供を行う。

● 法に基づく諸制度の調査、情報の取りまとめ

● 制度に関する情報を社員へ周知

目　標 1

対　策

時間外労働の削減及び有給休暇の取得率促進を図り、
社員のワーク・ライフ・バランスを確保する。

● 各部門において実情に合わせて働き方を改善する

● 有給休暇促進日の提示や促進について社内通知

時間外労働及び有給休暇取得等、労働時間に関する相談は、
管理本部 人事課までお願い致します。

目　標 2

対　策

【相談窓口】

 


